
正副会長会議 報告書 

 
□日時 令和 5 年 8 月 17 日（木）10：00～11：45 
□会場 さいたま市「すこやかプラザ」3 階「団体交流室」  

 
1 開  会   
 
 
 
2 参 加 者  正副会長 5 名 牧野常務 吉田局長 眞矢 松尾 大塚  
 
 
3 部会報告  

(1) 研修部会  
⇒県大会の発表内容・質問者が決定した。8 月 28 日に最終打ち合わせを予

定。8 月 25 日の全体研修ではご協力よろしくお願いします。対面 53 名、

リモート 231 名、合計 284 名の参加を予定している。  
 

(2) 地区民児協支援部会  
⇒本日午後に正副部会長・質問者で方向性を決定する。欠員について発表を

行う。  
 

(3) 広報部会  
⇒10 月発行の民児協だよりについては方針・記事の内容が決定した。県大

会発表について 2 回集まって検討し 3 人質問者は用意した。  
 

(4) 主任児童委員部会  
⇒8 月 2 日に第 2 分科会を開催し有意義な事例報告会となった。その後全体

会議を開催し、県大会の発表内容に関する部会員の意識や想いを共有した。

地区定例会への参加ができるようになったなど部会での情報共有を受け

て活動が活発になった事例もあった。10 月 18 日には第 1 分科会および第

2 分科会を行う。8 月 22 日の第 4 分科会開催後に細かい県大会の発表に

ついて調整する。  
 
 
 
4 協議事項  

(1) 県大会について  
①大会配布物について  
予算 1,000 円で調整し合計約 800 円となった旨を報告した。  
 

②昼食の場所について  
リハーサル室の予定であったが第 1 楽屋に変更となった旨を報告した。  



③部会発表の進行について  
当日配布資料をもとに部会発表のシナリオについて説明した。  
 

④部会発表における質問への回答者について  
→客席にいる部会員も回答可。  

 
⑤質問者の着席位置について  
→自由席とする。  

 
⑥寺田会長の部会発表総まとめについて  
→各部会への感想を一言述べる。  

 
⑦レジュメとパワーポイント（表紙）のデザインについて  
→統一する。  

 
⑧発表時のパワーポイント操作について  
→舞台係の職員が行う。  
 

⑨寺田会長の座席位置について  
→案の図のとおり承認。  

 
⑩部会発表終了後の配置変更について  
→緞帳アップのまま講演台を設置する。  

 
⑪パレットの販売について  
→パレットについて事務局長より説明、県社協から依頼があった際に大ホ

ールホワイエでの出張販売を認めていた。総合受付が設置されているホ

ワイエでの販売は人が密集する可能性がある。  
 申し入れがなければこちらから依頼はしない。また現時点で依頼がない

ため、今年度は依頼がないと理解して良い。次年度以降は依頼があった

際に検討する。  
 

⑫参加に係る交通手段について  
→貸切バス参加の誘導等対応については県民児協として一切対応できない

旨、本会事務局長から各市町村所管課長宛て通知している旨を報告した。 
 
 
 
藤崎副会長  
「民生委員信条は朗読か唱和か」  
→唱和する。  
「配布資料は作成後に座席上に置く対応で良いか」  
→座席上にセットする。  
 



芦澤副会長  
「総合司会の話始めるタイミングは時間に合わせて自然に入るか」  
→時間に合わせて発言する予定だが、リハーサルで最終調整を行う。  
「司会の自己紹介は必要か」  
→発表者の紹介のみなので不要、リハーサルで確認を行う  
志子田副会長  
「スクリーン前に着席していると、発表者はスクリーンが見えないのではな

いか」  
→図面は小さいが、実際は舞台が広いため開いて席を配置し、当日最終調整

を行う。  
 
(2) 関東ブロック民生委員児童委員活動研究協議会について  

⇒資料をもとに説明。初日の会議終了後、一度宿泊先にチェックイン、その

後改めて会場に向かい交流会に参加する。  
 再来年の開催当番市が埼玉県となるため、9 月初旬に共有される運営資料

を県民児協内で共有のうえ参加する。  
 
芦澤副会長  
「荷物は持ち込まないと参加できないのか」  
→宿泊先に事前に荷物を置いて参加できるため集合前に対応していただく

ことは可能。  
 
藤崎副会長  
「SUICA と切符の対応が難しいのではないか」  
→参加者全員が同一の新幹線で参加できるように事務局が一括手配する。  

 
(3) 全国大会について  

①参加費の費用負担割合について  
→額に関係なく 1/2 ずつ県民児協と市町村において折半する  
 

②不参加者の取扱いについて  
→原則次年度以降への振替は行わない。ただし参加者枠に空きが発生した

場合に限り優先して参加希望を募る。  
 

③夕食の飲み物代について  
→一律徴収はせず、4 人ずつのテーブルごとで会計を行う。  
 

④勉強会参加に係るお土産並びに夕食への招待について  
→会場費用等を負担していただいているため、お土産と夕食の費用は県民

児協で負担する。ただし夕食については招待するが参加については先方

の希望を尊重する。  
 
 

 



5 報告事項  
(1) 次回開催について  

日時：令和 5 年 9 月 14 日（木）14：00～  
場所：彩の国すこやかプラザ 3 階 団体交流室 1・2 
 

(2) 地方分権改革に関する提案について  
 
 

6 閉  会  


